
腎障害、
妊娠の確認

①曝露の発生

②応急措置、③責任者に報告

④曝露元となった患者（以下、患者）のHIV、HBV及びHCV感染状況確認。
確認できない場合は検査実施（同意書：様式１参照）

HIV陰性 予防内服は不要

被曝露者の検査実施。⑥Bの担当窓口（実施要領の参考資料を参照）へ電話
連絡後、⑦受診 （依頼書：様式４参照）

予防内服フローチャート
（血液曝露後の感染症検査を自施設で実施する場合）
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HIV陽性

内服を希望

⑤曝露にあった職員（以下、被曝露者）の検査実施かつ予防内服について
意向確認（同意書：様式２及び３参照）

内服を希望しない

記録を残し終了

その他の血液媒介感染症についても
曝露発生時の対応を確認

≪次ページ 配置医療機関（B）の対応へ≫

※ 下記の項目について、Ｂへ向かう前に改めて確認

□ 患者の検査実施に係る同意の確認

□ 被曝露者の検査実施に係る同意の確認

□ 被曝露者の予防内服に係る同意の確認



書類を確認（様式１～４）

拠点病院を受診、内服継続の判断
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Cの下記担当窓口に電話
受診日を勘案して処方

≪医療機関等（A）の対応から≫

エイズ治療拠点病院 連絡先

病院名 対応時間 担当窓口 連絡先

琉球大学病院 24時間 救急部 098-894-1301

県立中部病院

平日、8:30～17:00 感染症内科

098-973-4111

上記以外 救命救急センター

県立南部医療センター・
こども医療センター

平日、8:30～17:00 地域連携室

098-888-0123

上記以外 救命救急センター

予防内服フローチャート
（血液曝露後の感染症検査を自施設で実施する場合）
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